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税務情報 

所得合算ルールに相当する規定に係る省令の一部訂正 

5 月 23 日、官報第 1227 号の「公告」の「会社その他」における「正誤」の欄
に、3 月 30 日の官報特別号外第 28 号で公布された 2024 年度税制改正に係る
「法人税法施行規則等の一部を改正する省令」の原稿誤りが掲載されました。 

これは、2023 年度税制改正において創設され、2024 年度税制改正で追加の見
直しが行われた、グローバル・ミニマム課税における所得合算ルール（IIR）に
相当する「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」の規定に係る省
令の一部を訂正するものです。 

この訂正により、たとえば、移行期間 CbCR セーフハーバーの規定（*）の適用に
おいて、国別報告事項（CbCR）等の収入金額又は税引前当期利益の額に利益の
配当の額（その利益の配当を支払う他の構成会社等の連結等財務諸表において
その利益の配当の額が費用の額として計上されている額に限られます。）が含ま
れていない場合には、その利益の配当の額は、その収入金額又はその税引前当
期利益の額に含まれるものとしてこの規定を適用することとされ、OECD/G20

の BEPS 包摂的枠組みにより 2023 年 12 月に公表された Administrative 

Guidance と整合する内容となりました。 

なお、財務省のウェブサイトの「令和 6 年度税制改正 省令」のページに掲載さ
れている「法人税法施行規則等の一部を改正する省令（令和 6 年財務省令第 15

号）新旧対照表」（PDF 541KB）には、上記の訂正が反映されています。 

（*） 2024 年 4 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日までに開始する対象会計年度（2028

年 6 月 30 日までに終了する対象会計年度に限られます。）において、デミニ
マス要件、簡素な実効税率要件又は通常利益要件を満たす国・地域について
は、実効税率及び国際最低課税額の計算を不要とする規定
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https://kanpou.npb.go.jp/old/20240523/20240523h01227/20240523h012270000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/old/20240330/20240330t00028/20240330t000280000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/old/20240330/20240330t00028/20240330t000280268f.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/syourei/index.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/syourei/shinkyu/3houjin.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/syourei/shinkyu/3houjin.pdf
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